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愛
玩
動
物
看
護
師
法
施
行
令

参
照
条
文

○

愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
愛
玩
動
物
」
と
は
、
獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
七
条
に
規
定
す
る
飼
育
動
物
の
う
ち
、
犬
、
猫
そ
の
他
政
令
で
定
め

る
動
物
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
愛
玩
動
物
看
護
師
」
と
は
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
、
愛
玩
動
物
看
護
師
の
名
称
を
用
い
て
、
診
療
の
補
助
（
愛
玩
動
物
に
対

す
る
診
療
（
獣
医
師
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
診
療
を
い
う
。
）
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
衛
生
上
の
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
獣
医
師

の
指
示
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
愛
玩
動
物
の
世
話
そ
の
他
の
愛
玩
動
物
の
看
護
並
び
に
愛
玩
動
物
を
飼
養
す
る
者

そ
の
他
の
者
に
対
す
る
そ
の
愛
護
及
び
適
正
な
飼
養
に
係
る
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
業
と
す
る
者
を
い
う
。

（
免
許
証
の
再
交
付
手
数
料
）

第
十
一
条

愛
玩
動
物
看
護
師
免
許
証
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
定
の
適
用
等
）

第
十
六
条

指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
五
条
、
第
六
条
第
二
項
（
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十

一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
中
「
農
林
水
産
省
及
び
環
境
省
に
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
に
」
と
、
第
六
条
第
二
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
環

境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
、
「
免
許
を
与
え
た
と
き
は
、
愛
玩
動
物
看
護
師
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
は
、
当
該
登
録

に
係
る
者
に
愛
玩
動
物
看
護
師
免
許
証
明
書
」
と
、
第
八
条
及
び
第
十
条
中
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
十
一
条
中
「
愛
玩
動
物

看
護
師
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
愛
玩
動
物
看
護
師
免
許
証
明
書
」
と
、
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
登
録
機
関
」
と
す
る
。

２

指
定
登
録
機
関
が
登
録
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
愛
玩
動
物
看
護
師
名
簿
に
免
許
に
関
す
る
事
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
愛
玩
動
物
看
護
師
免
許
証
明
書
の
書

換
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
指
定
登
録
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
一
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
登
録
機
関
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
指
定
登
録
機
関
の
収
入
と
す
る
。

（
受
験
手
数
料
）

第
三
十
三
条

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
受
験
手
数
料
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
受
験
手
数
料
は
、
こ
れ
を
納
付
し
た
者
が
試
験
を
受
け
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
返
還
し
な
い
。

（
受
験
の
停
止
等
）

第
三
十
七
条

指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
に
関
し
て
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
不
正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
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し
て
は
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
試
験
機
関
が
試
験
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項

中
「
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
、
又
は
そ
の
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
試
験
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
、
第
三
十
三
条

第
一
項
中
「
国
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
試
験
機
関
」
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
納
め
ら
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
指
定
試
験
機
関
の
収
入
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
三

十
八
条
（
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
並
び
に
第
四
十
四
条
、
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
（
第
一
号
を
除
く
。

）
の
規
定
（
指
定
試
験
機
関
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
五
条
、
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
予
備
試
験
）

第
三
条

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
第
三
十
一
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
施
行
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
毎
年
一
回
以
上
、
予
備
試
験
を
行
う
。

２

予
備
試
験
は
、
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
（
診
療
の
補
助
を
除
く
。
）
を
五
年
以
上
業
と
し
て
行
っ
た
者
又
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
経

験
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
っ
て
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
し
た
講
習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
の
規
定
は
、
予
備
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
条

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
予
備
試
験
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を
す
る

と
き
は
、
当
該
指
定
試
験
機
関
に
、
予
備
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
予
備
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
に
予
備
試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八
条

及
び
第
四
十
四
条
か
ら
第
四
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

予
備
試
験
事
務
（
以
下
こ
の
章
及
び
第
五
章
に
お
い
て
「
予
備
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
試
験
の
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
及
び
愛
玩
動
物
看
護
師

国
家
試
験
予
備
試
験
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
の
」
と
、
第
三
十
六
条
中
「
試
験
の
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
及
び
予
備
試
験
の
」
と
、
第
三
十
七
条
第

一
項
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
、
「
試
験
に
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
又
は
予
備
試
験
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る

の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
三
条
の
規
定
（
附
則
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
」
と
、
「
第
三
十
二
条
第
一
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
試
験
に
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
又
は
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
予
備
試
験
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
予
備
試
験
」
と
い
う
。
）
に
」
と
、
」
と
、
「
「
そ
の
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
「
そ
の
試
験
又
は
予
備
試
験
」
と
、
「
前
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
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の
は
「
前
項
又
は
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
、
「
第
三
十
三
条
第
一
項
中
」
と
あ
る
の
は
「
「
試
験
」
と
あ
る
の
は
「

試
験
又
は
予
備
試
験
」
と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
又
は
予
備
試
験
」
と
、
」
と
、
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
と
、
同
条
第
二
項
中
「
試
験
」
と

あ
る
の
は
「
試
験
又
は
予
備
試
験
」
と
す
る
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
項
」
と
、
第
三
十
八

条
中
「
こ
れ
ら
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
試
験
事
務
」
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
」

と
、
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
及
び
予
備
試
験
事
務
規
程
」
と
、
「
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
一
号
中
「

、
登
録
事
務
の
実
施
」
と
あ
る
の
は
「

、
試
験
事
務
及
び
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
備
試
験
事
務
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
予
備
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
の
実
施
」
と
、
「
の
登
録
事
務
」
と
あ
る
の
は
「

の
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
、
「
登
録
事
務
の
適
正
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
の
適
正
」
と
、
同
条
第
四
項
」
と
、
「
第
三
十
五
条
」
と
あ
る
の

は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
五
条
」
と
、
第
四
十
四
条
及
び
第
四
十
五
条
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
八
条
」
と
、
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
、
第
四
十
六
条
中
「
第
三
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「

附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
六
条
」
と
、
第
四
十
七
条
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
三
十
八
条
」
と
、
同
号
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
す
る
。


	○　愛玩動物看護師法（令和元年法律第五十号）（抄）

